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令和６年度第９回十和田市農業委員会総会

１．場 所 十和田市役所別館１階会議室

２．開 会 日 時 令和６年１２月２０日（金） 午後２時００分

３．閉 会 日 時 令和６年１２月２０日（金） 午後２時３３分

４．出席農業委員（１７名）

１番 脊 戸 潤 子 ３番 小笠原 松 寿

４番 沢 目 勝 弘 ５番 米 田 拓 実

６番 中 野 雄一郎 ７番 芋 田 一 弘

８番 立 崎 和 寿 ９番 山 田 利 昭

１０番 稲 田 優 憲 １１番 奥 山 博

１２番 小 田 正 喜 １３番 外 山 康 仁

１４番 竹 浦 寿 広 １６番 杉 山 秀 明

１７番 力 石 堅太郎 １８番 山 崎 誠 一

１９番 箕 輪 展 忠

５．欠席農業委員（２名)

２番 沢 井 清 治 １５番 野 崎 さち子

６．出席農地利用最適化推進委員（１３名）

十和田湖地区 白 山 雄治郎 十和田湖地区 中屋敷 光 男

三本木地区 米内山 義 治 三本木地区 山 端 敏 行

四 和 地 区 工 藤 優美子 四 和 地 区 古 谷 朝 直

切 田 地 区 若 沢 弘 幸 切 田 地 区 田 中 稔

大深内地区 斗 沢 信 一 大深内地区 大 平 靖四郎

伝法寺地区 小笠原 一 成 藤 坂 地 区 市 崎 貴 之

六日町地区 平 龍 德
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７．会議に付した案件

報告第３５号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について

報告第３６号 農地法第３条の３の規定による届出書の受理について

報告第３７号 農地の転用事実に関する照会について

議案第４１号 農地法第３条第１項の規定に基づく許可について

議案第４２号 十和田市農用地利用集積計画の作成に係る要請について

議案第４３号 十和田市農用地利用集積計画の決定について

議案第４４号 農地法第５条第１項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について

議案第４５号 地域計画における目標地図素案の作成について

８．議事録署名委員

１８番 山 崎 誠 一 １番 脊 戸 潤 子

９．会議事件の説明及び職務のため出席した職員

事 務 局 長 櫻 田 修一郎 事 務 局 次 長 中 村 淳 一

事務局農地係長 吉 田 武 範 事務局振興係長 苫米地 慶

事務局推進監 高 橋 克 彦 事 務 局 主 査 戸 舘 奈津美

１０．書 記

事 務 局 主 査 戸 舘 奈津美
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開会 午後２時００分

議 長（箕輪展忠）本日の欠席通告者は、２番 沢井 清治 委員、１５番 野崎 さ

ち子 委員です。出席委員は、定足数に達しておりますので総会は成立いたしま

した。ただ今より、令和６年１２月６日に告示招集いたしました、令和６年度第

９回十和田市農業委員会総会を開会いたします。

議 長（箕輪展忠）これより本日の会議を開きます。はじめに、議事録署名委員の指名

を行います。お諮りいたします。議事録署名委員は議長において指名することに

ご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議 長（箕輪展忠）ご異議なしと認め、議長より指名いたします。１８番 山崎 誠一

委員、１番 脊戸 潤子 委員を指名いたします。

議 長（箕輪展忠）会議書記には、戸舘 奈津美 主査を、参与には、事務局長以下各

職員を任命いたします。

議 長（箕輪展忠）次に会期の決定を行います。お諮りいたします。総会の会期は本日

１日限りとしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議 長（箕輪展忠）ご異議なしと認め、総会の会期は本日１日限りと決定いたします。

議 長（箕輪展忠）次に報告第３５号について事務局から報告をいたします。局長。

事務局長（櫻田修一郎）１ページをお願いします。報告第３５号、農地法第１８条第６項

の規定による通知書の受理について。農地法施行規則第６８条第１項の規定によ

り、別紙のとおり合意による解約等に係る通知書を受理したので報告する件です。

内容は２ページから４ページです。農地法及び農業経営基盤強化促進法によるも

のが合計１４件、３９筆、１００，９１７平方メートルです。今後の意向につい

ては、４１番は別人と売買、４２番は未定、４３番のうち野崎１３２－１は同一

人と貸借し直し、他３筆については未定、４４番は別人に売買予定、４５番は未

定、４６番、４７番は別人と貸借、４８番、４９番は未定、５０番から５２番は

別人と機構で貸借、５３番は娘に贈与、５４番は別人と貸借となっています。４

３番、４７番、５３番、５４番は、３条の議案として今回提出されています。今

回、協力金の返還対象となるものはございません。以上です。
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議 長（箕輪展忠）報告について、ご意見ございませんか。

（なしの声あり）

議 長（箕輪展忠）なしと認めます。よって報告第３５号を報告済みといたします。

議 長（箕輪展忠）次に報告第３６号について事務局から報告をいたします。局長。

事務局長（櫻田修一郎）５ページをお願いします。報告第３６号、農地法第３条の３の規

定による届出書の受理について。農地法施行規則第２１条の規定により、別紙の

とおり相続等による権利取得の届出書を受理したので報告する件です。内容は、

６ページから８ページです。今回は合計９件、４６筆、１１０，２５６．２６

平方メートルです。取得事由はすべて相続によるものです。今回、あっせんの希

望はありません。また、取得した権利の種類については、全て所有権の取得とな

っています。取得後の内容は、自ら耕作、農地として管理、貸借中などとなって

います。なお、現況が宅地など農地以外の用途になっているものについては、今

後、分筆及び地目変更の指導をしていきたいと思います。以上です。

議 長（箕輪展忠）報告について、ご意見ございませんか。

（なしの声あり）

議 長（箕輪展忠）なしと認めます。よって報告第３６号を報告済みといたします。

議 長（箕輪展忠）次に報告第３７号について事務局から報告をいたします。局長。

事務局長（櫻田修一郎）９ページをお願いいたします。報告第３７号、農地の転用事実に

関する照会について。青森地方法務局十和田支局から別紙土地の現況について照

会があったので、現地調査等の結果に基づき別紙のとおり回答したので報告する

件です。１０ページです。今回の照会は合計４件、７筆、２，８４３．２９平方

メートルで、現地調査は令和６年１２月６日に実施し、法務局への回答は１２月

９日に行っています。２７番は、東二十一番町の東ふれあい会館から南に約３０

０メートルの地点です。照会地は、昭和４３年建築の住宅の敷地になっており、

当該住宅が滅失後も引き続き南側の住宅の敷地として利用されています。２０年

以上宅地の状態であり、税務課土地課税台帳においても、現況地目が宅地である

ことから、非農地と判断しております。２８番は、深持の塚ノ下配水場から南東

に約４５０メートルの地点です。照会地は、平成３０年建築の厩舎の敷地になっ

ています。こちらは平成３０年５月１５日に厩舎建築のため５条転用許可を受け

た場所であるため非農地と判断しております。２９番は、西小学校から北西に約

３００メートルの地点です。照会地は平成３年建築の住宅の敷地となっており、
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２０年以上宅地の状態であり、農地としての利用は困難であることから、非農地

と判断しております。３０番は、洞内の小田集会所から北東に約２００メートル

の地点です。照会地は、昭和３９年建築の住宅の敷地となっており、農地として

の利用は困難であることから、非農地と判断しております。以上です。

議 長（箕輪展忠）報告について、ご意見ございませんか。

（なしの声あり）

議 長（箕輪展忠）なしと認めます。よって報告第３７号を報告済みといたします。

議 長（箕輪展忠）ここからは議案に入ります。今月担当した調査班の調査員は、立崎

班長、小笠原委員、山崎委員の３名です。１２月６日に現地調査及び市役所別館

４階会議室２にて聴取調査を行っております。

議 長（箕輪展忠）次に議案第４１号を上程いたします。事務局から提案理由の説明を

いたします。局長。

事務局長（櫻田修一郎）１１ページをお願いします。議案第４１号、農地法第３条第１項

の規定に基づく許可について。農地法施行令第１条の規定により、別紙のとおり

許可申請書の提出があったので審議を求める件です。内容は、１２ページから１

４ページが所有権の移転に関するもの、１５ページと１６ページが賃借権の設定

に関するものになっております。以上です。

議 長（箕輪展忠）許可申請に係る現地調査の結果について報告を願います。８番 立

崎 和寿 委員お願いします。

報告委員（立崎和寿）農地法第３条の許可に関する報告をします。今回の申請は、所有

権の移転１１件、賃借権の設定７件の合計１８件です。所有権の移転は、７８

番から８１番までが売買によるものです。そのほか、８２番が父から娘に、８

３番と８５番が知人に、８４番がいとこに、８６番が親戚に、８７番が父から

息子に、８８番が甥に、それぞれ贈与するものです。このうち新規取得は、８

２番と８５番と８８番です。賃借権による権利の設定は、労力不足によるもの

です。今回の申請について、現地確認、写真確認等を行い、農地法第３条第２

項各号等に照らして審査した結果、農地法第３条調査書のとおり、すべての申

請は許可要件を満たしていると認められます。報告は以上です。

議 長（箕輪展忠）立崎委員、ご苦労様でした。次に、新規取得者に対する聴取調査

の結果について報告願います。切田地区 田中 稔 農地利用最適化推進委員

お願いします。
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報告委員（田中稔）農地法第３条の許可に関する新規取得について報告をします。１３

ページの申請番号８２番の新規取得となる譲受人に対し、１２月６日午後１時

３０分、市役所別館４階会議室２において、調査員３名と私の計４名で聴取調

査を行いました。聴取調査では、機械の確保、労働力、技術関係等を確認しま

したが、特に問題はありませんでした。現地確認でも申請地は農地として管理

されていました。以上のことから、取得にあたっては、特に問題はないと判断

します。報告は以上です。

議 長（箕輪展忠）田中推進委員 ご苦労さまでした。次に、大深内地区 大平 靖

四郎 農地利用最適化推進委員お願いします。

報告委員（大平靖四郎）農地法第３条の許可に関する新規取得について報告をします。

１３ページの申請番号８５番の小規模の新規取得となる譲受人に対し、１２月

６日午後１時４５分、市役所別館４階会議室２において調査員３名と私の計４

名で聴取調査を行いました。聴取調査では、機械の確保、労働力、技術関係等

を確認しましたが、特に問題はありませんでした。現地確認でも申請地は農地

として管理されていました。以上のことから、取得にあたっては特に問題はな

いと判断します。報告は以上です。

議 長（箕輪展忠）大平推進委員、ご苦労様でした。次に、十和田湖地区 中屋敷

光男 農地利用最適化推進委員 お願いします。

報告委員（中屋敷光男）農地法第３条の許可に関する新規取得について報告をします。

１４ページの申請番号８８番の新規取得となる譲受人に対し、１２月６日午後

２時、市役所別館４階会議室２において調査員３名と私の計４名で聴取調査を

行いました。聴取調査では、機械の確保、労働力、技術関係等を確認しました

が、特に問題はありませんでした。現地確認でも申請地は農地として管理され

ていました。以上のことから、取得にあたっては特に問題はないと判断します。

報告は以上です。

議 長（箕輪展忠）中屋敷推進委員、ご苦労様でした。これより質疑に入ります。質

疑ありませんか。

農業委員（杉山秀明）１６番の杉山です。新規取得の８２番ですが、＿＿＿＿＿＿＿と同

じ場所になるかと思います。ちょっと確認ですが、どういう作物をやって、この

人たちは牛とか馬を飼っていて、べごのパドックにも利用するのか、馬の練習場

にもするんだか、その辺詳細を教えてほしいと思います。

議 長（箕輪展忠）事務局。
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事務局長（櫻田修一郎）お答えします。こちらは＿＿＿＿＿＿＿の方が所有している土地

で、お父さんから娘さんへ贈与するという土地になりますけど、こちらすべて牧

草地にするということで確認はしております。今現在も草地になっていることを

事務局のほうで確認してきております。以上です。

農業委員（杉山秀明）わかりました。

議 長（箕輪展忠）他にご意見ございませんか。

農業委員（力石堅太郎）１７番の力石です。８５番の新規取得者ですが、私はこの苗字を

初めて見ましたので、おそらく外国人の方かなという感じがしていますが、外国

人の方が農地を取得する場合、規制か何かあるのかということをお聞きしたいで

す。

議 長（箕輪展忠）事務局。

事務局長（櫻田修一郎）お答えします。特段、規制等ございません。通常の農地の手続き

に則って進めることになります。外国人だからといって追加の手順が増えるとい

うことはございません。以上です。

農業委員（力石堅太郎）わかりました。

議 長（箕輪展忠）他にご意見ございませんか。

（なしの声あり）

議 長（箕輪展忠）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり許可す

ることにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議 長（箕輪展忠）ご異議なしと認めます。よって、議案第４１号は許可することに

決定いたしました。

議 長（箕輪展忠）ここで暫時休憩します。

休憩 午後２時１６分

（ 箕輪 展忠 会長が議案第４２号において議事参与の制限に該当するため
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退席。外山 康仁 会長職務代理者が議長席に着席 ）

再開 午後２時１６分

議 長（外山康仁）休憩を解いて会議を再開します。

議 長（外山康仁）次に議案第４２号を上程いたします。事務局から提案理由の説明

をいたします。局長。

事務局長（櫻田修一郎）１７ページをお願いします。議案第４２号、十和田市農用地利

用集積計画の作成に係る要請について。農業経営基盤強化促進法等の一部を改

正する法律（令和４年法律第５６号）第１条の規定による改正前の農業経営基

盤強化促進法第１５条第４項の規定により、十和田市長に対して別紙のとおり

農用地利用集積計画を定めるよう要請することの承認を求める件です。内容は、

１８ページから２０ページです。今回は合計９件、２２筆、４７，６８７平方

メートルです。以上です。

議 長（外山康仁）農用地利用調整会議の結果について報告願います。六日町地区

平 龍德 農地利用最適化推進委員 お願いします。

報告委員（平 龍德）２６番の調整内容を報告します。１１月１３日午前９時、農業委

員会会長室において農用地利用調整会議を行いました。本件は、出し手の労力

不足により売買するものです。調整の結果、売買価格等について双方が合意し

たため調整調書を作成し、農業委員会へ提出しました。報告は以上です。

議 長（外山康仁）平 推進委員、ご苦労さまでした。次に、深持地区 古谷 朝直

農地利用最適化推進委員 お願いします。

報告委員（古谷朝直）２７番の調整内容を報告します。１１月１３日午前１０時、農業

委員会会長室において農用地利用調整会議を行いました。本件は、出し手の労

力不足により売買するものです。調整の結果、売買価格等について双方が合意

したため、調整調書を作成し農業委員会へ提出しました。報告は以上です。

議 長（外山康仁）古谷推進委員、ご苦労さまでした。次に、伝法寺地区 小笠原

一成 農地利用最適化推進委員 お願いします。

報告委員（小笠原一成）２８番、３３番の調整内容を報告します。２８番は１１月１３

日午前１１時、３３番は１１月２７日午前９時、農業委員会会長室において農

用地利用調整会議を行いました。本件は、出し手の労力不足により売買するも
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のです。調整の結果、売買価格等について双方が合意したため、調整調書を作

成し農業委員会へ提出しました。報告は以上です。

議 長（外山康仁）小笠原推進委員、ご苦労さまでした。次に、切田地区 若沢 弘

幸 農地利用最適化推進委員 お願いします。

報告委員（若沢弘幸）２９番、３０番の調整内容を報告します。２９番は１１月１３日

午後１時３０分、３０番は同日午後２時３０分、農業委員会会長室において

農用地利用調整会議を行いました。本件は、出し手の労力不足により売買する

ものです。調整の結果、売買価格等について双方が合意したため、調整調書を

作成し、農業委員会へ提出しました。報告は以上です。

議 長（外山康仁）若沢推進委員、ご苦労さまでした。次に、大深内地区 斗沢 信

一 農地利用最適化推進委員 お願いします。

報告委員（斗沢信一）３１番、３２番の調整内容を報告します。３１番は１１月１３日

午後３時３０分、３２番は同日午後４時、農業委員会会長室において農用地利

用調整会議を行いました。本件は、出し手の労力不足により売買するものです。

調整の結果、売買価格等について双方が合意したため、調整調書を作成し、農

業委員会へ提出しました。報告は以上です。

議 長（外山康仁）斗沢推進委員、ご苦労さまでした。次に、十和田湖地区 中屋敷

光男 農地利用最適化推進委員 お願いします。

報告委員（中屋敷光男）３４番の調整内容を報告します。１１月２７日午前１０時、

農業委員会会長室において農用地利用調整会議を行いました。本件は、出し手

の労力不足により売買するものです。調整の結果、売買価格等について双方が

合意したため、調整調書を作成し、農業委員会へ提出しました。報告は以上で

す。

議 長（外山康仁）中屋敷推進委員、ご苦労さまでした。これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（なしの声あり）

議 長（外山康仁）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり要請す

ることにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）
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議 長（外山康仁）ご異議なしと認めます。よって、議案第４２号は要請することに

決定いたしました。

議 長（外山康仁）ここで暫時休憩します。

休憩 午後２時２２分

（ 議長交代のため、外山 康仁 会長職務代理者 自席へ、箕輪 展忠

会長 議長席に着席 ）

再開 午後２時２３分

議 長（箕輪展忠）休憩を解いて会議を再開します。

議 長（箕輪展忠）次に議案第４３号を上程いたします。事務局から提案理由の説明

をいたします。局長。

事務局長（櫻田修一郎）２１ページをお願いします。議案第４３号、十和田市農用地利

用集積計画の決定について。農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律

（令和４年法律第５６号）第１条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進

法第１８条第１項の規定に基づく農地中間管理機構に係る農用地利用集積計画

の作成について、別紙のとおり十和田市長から依頼があったので、農業委員会

の意見を求める件です。今回は賃借権の設定のみで、内容は２２ページ、２３

ページです。合計３件、９筆、２７，９９４平方メートルです。４８番が権利

の再設定で、他２件は新規の権利設定。期間はすべて５年です。今回、協力金

の対象となるものはございません。以上です。

議 長（箕輪展忠）これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

議 長（箕輪展忠）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり承認す

ることにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議 長（箕輪展忠）ご異議なしと認めます。よって、議案第４３号は承認することに

決定いたしました。
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議 長（箕輪展忠）次に議案第４４号を上程いたします。事務局から提案理由の説明

をいたします。局長。

事務局長（櫻田修一郎）２４ページをお願いします。議案第４４号、農地法第５条第１

項の規定に基づく農地転用許可に係る意見について。農地法第５条第３項の規

定により、別紙のとおり許可申請書の提出があったので、青森県知事に送付す

るための意見を求める件です。内容は、２５ページです。今回は合計２件、２

筆、１，３５４平方メートルです。２４番の転用事由は、農地を売買で取得し、

駐車場及び重車両置場を整備するものです。場所は、後沢商店から南に約２０

０メートルの地点です。農地区分は、都市計画法の用途地域内であるため第３

種農地に該当します。２５番の転用事由は、農地を売買で取得し、自己住宅を

建築するものです。場所は、十和田中学校から北東に約８００メートルの地点

です。農地区分は、都市計画法の用途地域内であるため第３種農地に該当しま

す。以上です。

議 長（箕輪展忠）許可申請にかかる現地調査、及び聴取調査の結果について、報告

願います。３番 小笠原 松寿 委員 お願いいたします。

報告委員（小笠原松寿）農地法第５条の農地転用に関する報告をします。今回の申請は、

合計２件です。１２月６日午前９時に調査員３名で現地調査を行い、午後２時

１５分に市役所別館４階会議室２で聴取調査を行いましたが、問題はありませ

んでした。本件は、農地転用に係る立地基準及び一般基準の各要件等を満たし

ておりましたので、許可相当と認められます。報告は以上です。

議 長（箕輪展忠）小笠原委員、ご苦労さまでした。

議 長（箕輪展忠）これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

（なしの声あり）

議 長（箕輪展忠）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり許可相

当とすることにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議 長（箕輪展忠）ご異議なしと認めます。よって、議案第４４号は許可相当とする

ことに決定いたしました。

議 長（箕輪展忠）次に議案第４５号を上程いたします。事務局から提案理由の説明
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をいたします。局長。

事務局長（櫻田修一郎）２６ページをお願いします。議案第４５号、地域計画における

目標地図素案の作成について。農業経営基盤強化促進法第２０条第２項の規定

に基づき、別紙のとおり目標地図素案を作成することの承認を求める件です。

２７ページから３６ページまで、市内１０地区の目標地図の素案を縮小したも

のとなっています。これに関しましては、令和６年３月の全員協議会において、

令和５年度に行った意向調査の結果を落とし込んだ、当時の現況地図を目標地

図素案の第１段階の案としてお示ししておりましたが、今年度１１月１８日か

ら１１月２２日まで市内１０地区で集落座談会を開催し、そこで得られた意向

調査の結果を反映させたものとなっています。この目標地図素案については、

各農業委員会の総会で審議、議決されるものと県から指導を受けておりますの

で、今回議案として提出したものです。都市計画法にかかる農地及び農振法に

かかる農用地以外の農地は目標地図の対象地域より除外しています。また、今

後の利用意向について、未定のものについては白色としています。これで完成

ということではなく、あくまでも素案ということであり、今後は素案を公表し

たのち、市農林畜産課側で地域計画の策定にかかる作業を年一回以上行うこと

になります。この地図は、市が所有する地図データを利用して作成しているこ

とから、ホームページでの公表を行うことはできませんので、農地利用最適化

にかかる農地情報等の確認を行う場合は、農業委員会事務局で閲覧していただ

きたいと思います。以上です。

議 長（箕輪展忠）これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

農業委員（杉山秀明）１６番の杉山です。この素案はですね、この間集落座談会を行いま

した。やった結果に基づいて描写されているんですが、あの時点での今日現在の

集積率というのは１０地区出ていますか。あと、これは最後ではないという今の

話しでしたが、令和７年３月末までのうちに完成させなさいということになって

いますので、じゃあ今の時点でこうですが、３月末までのうちにまた１回くらい

座談会をやるんですか。その過程を含めて説明お願いします。

議 長（箕輪展忠）事務局。

振興係長（苫米地慶）お答えします。集積率につきましては、農林畜産課のほうで年に１

回だけ集計して発表しております。それが毎年度末で集計を取っておりますの

で、今の時点では地区ごとの集積率はわからないですが、令和５年度末の集積率

は、確か５月の全員協議会で各地区毎にお配りしていましたので、そちらをご覧

いただければと思います。続きまして、座談会につきましては、今年度は開催の

予定はありませんので、今年度の目標地図素案はこれになりまして、そのあと地

域計画の作成を農林畜産課のほうで行ってまいります。来年度以降は、年１回座
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談会を開いて地図を更新するということを、イメージとしては１０年間つねに毎

年更新していくということになっております。以上です。

議 長（箕輪展忠）よろしいですか。

農業委員（杉山秀明）はい。

議 長（箕輪展忠）他にご意見ございませんか。

（なしの声あり）

議 長（箕輪展忠）なしと認めます。お諮りいたします。本件を原案のとおり承認と

することにご異議ありませんか。

（異議なしの声あり）

議 長（箕輪展忠）ご異議なしと認めます。よって、議案第４５号は承認することに

決定いたしました。

議 長（箕輪展忠）以上で、今総会に付議されました議事は全て終了いたしました。こ

れをもちまして、令和６年度第９回十和田市農業委員会総会を閉会いたします。

誠にご苦労様でした。

閉会 午後２時３３分


